
令和 6 年度  第 5 回 

郡 市 医 師 会 長 会 議                
                日時 令和 6 年 9 月 26 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 5 階 大会議室  
 
   会 長 挨 拶          

 
 
 
 
   協 議 事 項         

１ 会長･副会長･常任理事協議事項について  
 
 

【郡市医師会長検討事項】  
 
 
   報 告 事 項         

１ 医師会会員情報システム（MAMIS）について  
  桃木常任理事                  

 
 
２ 医療事故調査制度の相談事案（令和 6 年 6・7 月分）について  

  松本常任理事                  
     ※件数 0 件  
 
 
 ３ 診療に関する相談件数等について（令和 6 年 7・8 月分）  
  松本常任理事  
     ※件数 2 件  
 
 
 
 



 ４ 令和 6 年度埼玉県総合医局機構研修病院セミナーの開催結果について  
  松山常任理事  
     日時：令和 6 年 8 月 24 日（土）15:00～19:30 

場所：ロイヤルパインズホテル浦和  
 
 
 ５ 産業医委嘱契約書の確認について  
  寺師常任理事     
 
 

 ６ 埼玉県国民健康保険診療報酬審査委員の推薦について  
  小室常任理事                    県保健医療部  
 
 
 ７ 医療 DX 推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて  
  小室常任理事                     
 
 
 ８ 集団的個別指導の実施について  
  小室常任理事               関東信越厚生局・埼玉県  
 
 
 ９ 保険医療機関の指定について（令和 6 年 8・9 月分）  
  小室常任理事  
 
 
 10 令和 6 年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い

について  
  小室常任理事                        日医  
 
 
 11 小児の肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種の実施方法について  
  髙木常任理事                      
 
 
 



 12 新生児マススクリーニング検査に関する実証事業について  
  髙木常任理事                     県保健医療部  
 
 
 13 会長･副会長･常任理事報告事項について 

 
 
 
 
 そ の 他         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載） 

１ 水銀血圧計等の回収促進に向けた周知及びアンケート調査への御協

力について（4 枚） 

 松本常任理事                        日医 
 

２ 「使用上の注意」の改訂について（16 枚） 

 登坂常任理事                        日医 
 

３ デュピルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン（鼻

茸を伴う慢性副鼻腔炎）の一部改正について（21 枚） 

 登坂常任理事                        日医 
 

４ かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について

（200 枚） 

 登坂常任理事                        日医 
 

５ 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施

行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第

四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及び「大麻取

締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備に関する政令」の公布について（34 枚） 

 登坂常任理事                    県保健医療部 
 

６ 患者からの医薬品副作用報告に関する広報の周知について（6 枚） 

 登坂常任理事                        日医 
 

７ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度

に関する集中広報の周知について（9 枚） 

 登坂常任理事                        日医 
 

８ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関

する指針の一部改正について（4 枚） 

 登坂常任理事                    県保健医療部 
 

９ Ｎ -ニトロソアトモキセチンが検出されたアトモキセチン塩酸塩製剤

の使用による健康影響評価の結果等について（5 枚） 

 登坂常任理事                        日医 
 
 



埼医総第１５３８号  

令和６年９月２５日  

 
郡市医師会・大学医師会長 殿 

 
 
                      埼玉県医師会長 金 井 忠 男 
                       （担当常任理事 桃木 茂） 
                             （公 印 省 略）           
 
 
 

医師会会員情報システム MAMIS の周知依頼等について 
 
 
 
 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

医師会会員情報システム MAMIS（以下、「MAMIS」という）について、下記の

とおり日本医師会より都道府県医師会、郡市区等医師会あてに通知がありまし

た。 

つきましては、貴会でも「郡市・大学医師会向けのご案内」の事項につい

てご了知いただき、貴会管下会員へ周知等ご対応いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

なお、「会員の皆様へのご案内（案）」を作成しました。必要に応じて追

記修正等行っていただき、リーフレットと合わせてお送りいただく等、会員

への周知にご活用いただけますと幸いです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
担 当：管理課 総務担当 嶋 

電  話：０４８－８２４－２６１１ 

ＦＡＸ：０４８－８２２－８５１５ 

桃木常任



郡市・大学医師会向けのご案内 

 

１ 会員への MAMIS ログイン情報の通知について 

 日本医師会会員に対しては、９月３０日（月）から MAMIS を利用する

際の「ログイン仮 ID」「ログイン仮パスワード」通知が、郵送で日本医

師会より順次発送されます。こちらの仮 ID・パスワードは、MAMIS に初

回ログインする際に必ず必要となるものです。お手元に届きましたら、

大切に保管いただきますよう、貴会管下会員へご周知をお願いいたしま

す。 

 

２ MAMIS の公開日について 

 「日医発第 1045 号（情シ）」にて通知されましたとおり、MAMIS は令和

６年１０月３０日（水）に公開となります。この日から会員の皆様、入会

をご希望の方々にご利用いただくことが可能となります。利用を開始する

にあたっては、「１」でご案内した通知に記載されている QR コードからア

クセスしていただくこととなります。貴会管下会員へご周知いただきます

ようお願いいたします。 

 

３ 紙の複写式届出用紙の廃止について 

 現在、入会・異動等の手続きの際に用いている複写式届出用紙につい

て、日本医師会は本年１２月末をもって受付終了を予定しています。こ

れに伴い、埼玉県医師会においては、本年１１月末をもって受付終了と

いたします。 

 貴会におかれましても、上記のスケジュールに合わせて、複写式届出

用紙の受付終了日を設定していただき、貴会管下会員へご周知いただき

ますようお願いいたします。 

 

４ MAMIS への移行データの作成について 

 MAMIS へのデータ移行について、埼玉県医師会が一括して移行データ

を提出いたします。移行データは、日本医師会が１０月１日時点の日本

医師会会員情報から抽出して作成したものを使用します。 

「埼医総 1172 号」にて、データ移行について「個別に用意する移行

データがある」とご回答いただいた郡市・大学医師会におかれまして

は、後日データのご提出について調整のご連絡をいたします。「日本医

師会の管理する会員情報のみの移行でよい」とご回答いただいた郡市・

大学医師会様の中で、個別に追加したい移行データが発生した場合は、

１０月１日（火）までに埼玉県医師会までご連絡ください。 

 

 

 

 

 



会員の皆様へのご案内（案） 

 

１ 医師会会員情報システム MAMIS とは 

 医師会会員情報システム MAMIS（以下、「MAMIS」という）とは、日本

医師会が開発した、医師会員及び研修などに参加する非会員が利用でき

る Web ベースのシステムです。これまで書類で行ってきた入退会・異動

の手続きを Web 上で行うことで、先生方の手続き負担の軽減を目指すも

のです。 

 

２ MAMIS ログイン情報の通知について 

 日本医師会会員に対しては、９月３０日（月）から MAMIS を利用する

際の「ログイン仮 ID」「ログイン仮パスワード」通知が、郵送で日本医

師会より順次発送されます。こちらの仮 ID・パスワードは、MAMIS に初

回ログインする際に必ず必要となるものです。お手元に届きましたら、

大切に保管いただきますようお願いします。 

 

３ MAMIS の公開日について 

 MAMIS は令和６年１０月３０日（水）に公開となります。この日から会

員の皆様、入会をご希望の方々にご利用いただくことが可能となります。

利用を開始するにあたっては、「２」でご案内した通知に記載されている

QR コードからアクセスしていただくこととなります。 

 

４ 紙の複写式届出用紙の廃止について 

 現在、入会・異動・退会の手続きの際にご利用いただいている複写式

届出用紙について、●●医師会では「〇月〇日（ ）」をもちまして受

付を終了いたします。その後の申請につきましては、MAMIS より行って

いただきますようお願いいたします。 

 なお、MAMIS をご利用いただける環境がない方におかれましては、今

後、紙の新様式を日本医師会が用意する予定です。また、医療機関の事

務の方がご所属の先生複数人分をまとめて申請する場合は、専用の

Excel 様式をご利用いただくこととなります。こちらも今後日本医師会

が用意する予定です。 

 

５ 今後の予定について 

 今後、日本医師会にて、MAMIS のご利用をサポートするためのコール

センターの設置、利用マニュアルの公開等が予定されています。情報が

公開され次第、随時ご案内いたします。 





















開催日時：令和6年8月24日（土）15時00分～19時30分

場所：ロイヤルパインズホテル浦和

１．参加者総数 （人）

（１）研修病院

研修医 76
病院長 8
紹介側（科長、事務等） 43
小計 127

（２）来賓等

釜萢日本医師会副会長 1
医学生 6
埼玉県（知事含む） 8
本会役員等 7
事務局職員 6
小計 28

155

２．病院別参加者数

No. 病院名 研修医 病院長 紹介側
（科長、事務等）

計

1 埼玉協同病院 0 0 3 3
2 戸田中央総合病院 2 0 1 3
3 国立病院機構 埼玉病院 1 1 1 3
4 イムス富士見総合病院 0 0 5 5
5 新座志木中央総合病院 2 1 0 3
6 獨協医大埼玉医療センター 6 1 0 7
7 自治医科大学附属さいたま医療センター 12 0 3 15
8 さいたま市立病院 5 0 2 7
9 彩の国東大宮メディカルセンター 2 0 0 2

10 さいたま赤十字病院 8 1 1 10
11 さいたま市民医療センター 9 1 2 12
12 埼玉県立小児医療センター 0 0 1 1
13 埼玉メディカルセンター 1 1 1 3
14 上尾中央総合病院 0 0 6 6
15 埼玉県立精神医療センター 0 0 2 2
16 埼玉医科大学総合医療センター 8 0 2 10
17 関越病院 0 0 3 3
18 埼玉医科大学病院 3 0 2 5
19 埼玉石心会病院 0 0 6 6
20 埼玉医科大学国際医療センター 9 1 1 11
21 深谷赤十字病院 5 1 0 6
22 秩父市立病院 0 0 1 1
23 三郷中央総合病院 1 0 0 1
24 秀和総合病院 2 0 0 2

76 8 43 127

令和６年度　埼玉県総合医局機構　研修病院セミナーの開催結果について

合計

合計

※人数は第１部（病院紹介）のみ・
第２部（フリートークサロン）のみ出
席の区別なくカウントしたもの。

松山常任



   
 

  
 

                
   

       
     
       

      
      

    
        

     
      

  
                

     
      

  
       

      
      

  
   

 
          

 
 

                             
   

       

     
      

          
                    

           
          
   
   

 



　 産業医委嘱契約書の確認について

令和6年7月19日～令和6年9月19日　合計20件（新規12件・更新8件）

№ 郡市医師会名 産 業 医 名 病 ・ 医 院 名 契約者（事業場）名・所在地 備　　　　　　考　　

1 4 川越市 得丸 幸夫
トクマル　ユキオ

得丸医院
社会福祉法人 福都二十一
川越市大字府川243-2

会員 新規

2 5 熊谷市 内田
ウチダ

 信之
ノブユキ

内田クリニック
サカエゴム工業株式会社
埼玉県熊谷市妻沼2181番地1

会員 新規

3 5 熊谷市 斎藤
サイトウ

 雅彦
マサヒコ

熊谷総合病院
七福鋼業株式会社
熊谷市佐谷田2500

会員 新規

4 9 北足立郡市 松浦 浩
マツウラ　ヒロシ

埼玉脳神経外科病院
有限会社　手島運送
鴻巣市笠原1666

会員 新規

5 10 上尾市 武重 直敏
タケシゲ　ナオトシ

武重外科整形外科
星和印刷紙器 株式会社
上尾市領家1152番40号

会員 新規

6 15 飯能地区 岡村 維摩
オカムラ　ユイマ 一医）社団輔正会

岡村記念ｸﾘﾆｯｸ
有限会社　名栗温泉
飯能市大字下名栗917-1

会員 新規

7 20 秩父郡市 三上
ミカミ

 隆二
リュウジ

三上医院
社会福祉法人秩父正峰会 特別養護老人ホーム
杏子苑
埼玉県秩父市寺尾3900番地１

会員 新規

8 20 秩父郡市 金子
カネコ

 桃
モモ

刀
ト

金子医院
社会福祉法人秩父正峰会 特別養護老人ホーム
桜の園
埼玉県秩父市和泉町18番地

会員 新規

9 20 秩父郡市 金子
カネコ

 桃
モモ

刀
ト

金子医院
社会福祉法人秩父正峰会 特別養護老人ホーム
和泉の森
埼玉県秩父市和泉町16番地

会員 新規

10 20 秩父郡市 金子
カネコ

 桃
モモ

刀
ト

金子医院
社会福祉法人秩父正峰会 特別養護老人ホーム
花菖蒲・両神
埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄1060番地1

会員 新規

11 20 秩父郡市 金子
カネコ

 桃
モモ

刀
ト

金子医院
三峰神社
秩父市三峰298番地1

会員 新規

寺師常任



　 産業医委嘱契約書の確認について

令和6年7月19日～令和6年9月19日　合計20件（新規12件・更新8件）

№ 郡市医師会名 産 業 医 名 病 ・ 医 院 名 契約者（事業場）名・所在地 備　　　　　　考　　

12 23 北埼玉 稲葉 智子
イナバ　トモコ

本町福島クリニック
認定こども園　騎西桜が丘
加須市下崎370番地

会員 新規

13 1 浦和 星
ホシ

 和宏
カズヒロ

星内科クリニック
社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会
さいたま市浦和区常盤9-30-22浦和ふれあい館

会員 更新

14 2 川口市 岡崎
オカザキ

 俊哉
トシヤ

上青木中央醫院
株式会社ＴＳビルマネジメント
埼玉県川口市西川口3-14-10

会員 更新

15 3 大宮 小野田 敦浩
オノダ　アツヒロ

小野田クリニック
埼玉県信用保証協会
さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5

会員 更新

16 4 川越市 得丸 幸夫
トクマル　ユキオ

得丸医院
社会福祉法人誠豊会
川越市大字牛子708番地1

会員 更新

17 8 蕨戸田市 金子
カネコ

 宏
ヒロシ

ふくだ内科
デリシャス・クック株式会社戸田工場
戸田市笹目南町28-18

会員 更新

18 18 狭山市 遠藤
エンドウ

 一博
カズヒロ

遠藤医院
社会福祉法人狭山福祉会
狭山市柏原758番地の4

会員 更新

19 24 南埼玉郡市 長尾 愼太郎
ナガオ　シンタロウ

久喜ながおクリニック
株式会社シーエックスカーゴ
桶川市赤堀1丁目5番地

事業場：久喜営業所
久喜市樋ノ口大野50全農物流（株）内

会員 更新

20 27 岩槻 丸山 泰幸
マルヤマ　ヤスユキ

岩槻南病院
社会福祉法人城南会
さいたま市岩槻区新福寺１４６５

会員 更新



国  医  第 ９ ７ １ － １ 号 

令 和６ 年 ８月 １６ 日 

 

 一般社団法人 埼玉県医師会 

     会 長 金井 忠男 様 

 

 

埼玉県保健医療部長 表 久仁和（公印省略） 

 

 

埼玉県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦について（依頼） 

 

 本県の国民健康保険事業の運営につきましては、日頃格別の御尽力を賜り深く感謝申し

上げます。 

 さて、国民健康保険の診療報酬請求書の審査を行う診療報酬審査委員会委員の任期が、

令和７年３月３１日をもって満了となります。 

 つきましては、下記のとおり候補者を推薦していただきますようお願い申し上げます。 

 なお、推薦していただく際には、委嘱基準に基づき選任いただきますようお願い申し上

げます。 

 

記 

 

１ 推薦していただく候補者 医師６８人（保険医代表４０人、公益代表２８人） 

２ 推薦期限  令和７年１月３１日（金） 

３ 委嘱基準   

①原則として委嘱時７４歳まで 

例外：常務処理委員など（会長、常務処理審査委員及び専任審査委員）勤務日数が多く確保

がより困難な委員等については、委嘱時年齢について２期４年まで延長できる。 

②原則として連続就任期間は 10 期 20 年まで 

ただし、②の基準については画一的には適用しない 

４ ジェンダーの視点を踏まえた委員の推薦について 

  県では、ジェンダーの視点から、審議会などの委員への女性登用を促進しているとこ 

 ろです。本審査委員会の委員の多くは男性となっていますので、新任の方を推薦いただ 

 く際には女性候補者の選出につき御配慮くださいますようお願いします。 

５ その他 別添の様式により推薦してください。 

また、新たに委員となる候補者については、履歴書を提出してください。 

 

 

担当：国保医療課 総務・保険医療担当 松村 

電話：048-830-3366  

小室常任



別添様式

埼玉県診療報酬審査委員会委員　推薦書

推薦団体

No. 代表区分 氏名 ふりがな 診療科名 生年月日 備考
病院・診療所名等 郵便番号 所　在　地 電話番号 郵便番号 所　在　地 電話番号

＜記入例＞

1 保険医 埼玉　彩子 さいたま　あやこ 内 さいたま総合病院 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-824-2111 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-3366 S30.4.1 新任

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
※新任の委員については、備考欄に「新任」と記載し、履歴書を添付してください。
※薬剤師については、診療科名欄は空欄としてください。

勤　務　先　等 自　　　宅



履 歴 書 
令和  年  月  日現在  

 

ふりがな    

氏  名 

 

昭和 年  月  日生（満  歳） 

※ 

男・女 

ふりがな   電話 

現住所 〒 

 
 

 

ふりがな   電話 

勤務先  〒 

 所在地 

 名 称 

 

 

 
年 月 学歴・職歴（各別にまとめて書く） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
記入上の注意  １．鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。  ２．数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。

        ３．※印のところは、該当するものを○で囲む。 

 

写真をはる位置 
 

写真をはる必要があ

る場合 
1. 縦 36～40㎜ 

 横 24～30㎜ 

2. 本人単身胸から上 

3. 裏面のりづけ 

参考様式 



年 月 学歴・職歴（各別にまとめて書く） 

   

   

   

   

   

   
年 月 日 免許・資格 

           免許登録（第           号） 

    

    

    

    

    

    
 

専門分野等 

 

 

 

 

 

 

 

通勤時間 

 

  約     時間    分 
    

 
 

本人希望記入欄（特に勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入） 

 

 

 

 

 
 



小室常任











 

集団的個別指導の実施について（医科） 

 

関東信越厚生局・埼玉県 

 

【日時及び場所】 

 

 

第１回  令和６年１０月１６日（水）１４時～１５時３０分 

 

 

第２回  令和６年１１月１９日（火）１４時～１５時３０分 

 

 

第３回  令和６年１１月２７日（水）１４時～１５時３０分 

 

 

第４回  令和６年１２月１６日（月）１４時～１５時３０分 

 

 

場 所  さいたま新都心合同庁舎１号館 講堂 

     さいたま市中央区新都心２－１  

照会等連絡先  関東信越厚生局 指導監査課（電話０４８－８５１－３０６０） 

 

 

【対 象】２７６保険医療機関（２４病院・２５２診療所） 

 

小室常任



令和６年度 令和５年度 増減

一般病院 20 13 7

精神病院 2 2 0

臨床研修病院等 2 2 0

内科（透析なし） 97 42 55

内科（在宅支援診療所） 33 18 15

内科（透析あり） 9 9 0

精神・神経科 10 2 8

小児科 16 13 3

外科 10 5 5

整形外科 21 6 15

皮膚科 9 2 7

泌尿器科 1 1 0

産婦人科 4 5 -1

眼科 25 6 19

耳鼻咽喉科 17 5 12

合計 276 131 145

令和６年度集団的個別指導対象医療機関について



写





（ 出席日： 　 　 月　 　 日）

  管理者（ 指導対象医療機関の管理者以外の出席不可）

※　 ご記入の上、 当日受付に提出し てく ださ い。

 出 席 者 氏 名

集団的個別指導名簿（ 受付票）

保険医療機関等名称

所　 　  在　 　  地

保険医療機関等コ ード
（ ７ 桁数字）

○○診療所

さ いたま 市中央区新都心○―●

1 1 1 1 1 1 1

管理者○○　 ○○の代理✕✕　 ✕✕



 

 

 

 

保 険 医 療 機 関 の 指 定 に つ い て  
 

（ 令 和 ６ 年 ８ 月 分 ）  

 

 

新 規   ７ 件  

遡 及 指 定    ３ 件  

合   計   １ ０ 件  

 

 

 

1/9

小室常任



機密性２ 
 

諮   問   件   数 

  新 規 指 定 
指 定 更 新 合 計  新 規 遡 及 指 定 

医   科 ７ 件 

（２） 

件 ５５ 件 ６５ 件 ３  

歯   科 ５  件 

（３） 

件 ４２ 件 ５０ 件 ３  

薬   局 ５ 件 

（１１）  

件 ３４ 件 ５１ 件 １２  

計 １７  件 １８ 件 １３１ 件 １６６ 件 

（  ）は開設者変更の再掲である 

12/9



新規指定医療機関一覧表
作成［ 令和 6年 8月 1日　 から 　 令和 6年 8月31日　 医科　 指定分］ 令和 6年 8月22日 頁1

処理年月日

項番 医療機関名称 医療機関所在地 開設者氏名 管理者氏名 備考
点
数
表

電話番号
勤務医数
診療科名

病床数
／

登録理由

1 南桜井駅前あおぞら
内科ク リ ニッ ク

〒344－0116
春日部市大衾４ ９ ６ 番地１ ４ 　 ヤオコ
ー南桜井店２ 階

（ ３ ６ 歳）

梅田　 隆満 梅田　 隆満 070-8480-1464
常　 勤:                 1
医          1(             )
内

新規 医 現存
診療日： 月水木金
半　 日： 土
休診日： 火日祝

2 越谷Ｋ こ こ ろ のク リ
ニッ ク

〒343－0845
越谷市南越谷四丁目１ １ 番地５ 　 ト ラ
ビ南越谷５ 階

（ ３ ２ 歳）

宮内　 賢 宮内　 賢 048-940-1717
常　 勤:                 1
医          1(             )
心内　 精

新規 医 現存
診療日： 月水木金土
休診日： 火日祝

3 医療法人道心会　 　
草加八潮循環器ク リ
ニッ ク

〒340－0815
八潮市八潮四丁目９ 番地９ 　 八潮メ デ
ィ カ ルビ ル２ Ｆ

（ ７ ３ 歳）

医療法人道心会　
理事長　 李　 武志

冨岡　 秀行 048-954-7371
常　 勤:                 2
医          2(             )
循環器内科　 心外

新規 医 現存
診療日： 月火水木金土
休診日： 日祝

4 ひかり ク リ ニッ ク 和
光

〒351－0112
和光市丸山台１ 丁目１ ０ 番２ ０ 号　 Ｍ
・ Ｎ ビ ルディ ン グ５ 階

（ ７ ４ 歳）

医療法人誠光会　
理事長　 大谷　 洋
一

三宅　 暁夫 048-458-3044
常　 勤:                 1
医          1(             )
内　 皮　 精　 神内

新規 医 現存
診療日： 月火水木金
半　 日： 土
休診日： 日祝

5 所沢駅前ク リ ニッ ク 〒359－1124
所沢市東住吉１ ０ 番１ １ 号　 コ ネク ト
所沢１ 階Ａ Ｂ

（ ３ ７ 歳）

佐藤　 潤 佐藤　 潤 04-2997-9857
常　 勤:                 1
医          1(             )
糖尿病内科　 呼吸
器内科　 内

新規 医 現存
診療日： 月金
半　 日： 火水土日
休診日： 木祝

6 医療法人社団ナイ ズ
　 キャ ッ プスク リ ニ
ッ ク 所沢

〒359－0038
所沢市北秋津５ ９ ２ 番　 ソ コ ラ 所沢２
階

（ ４ ６ 歳）

医療法人社団ナイ
ズ　 理事長　 塚越
　 隆司

千葉　 浩輝 04-2997-9601
常　 勤:                 1
医          1(             )
小

新規 医 現存
診療日： 月火水木金土日祝

7 医療法人社団藍盛会
　 　 所沢西口眼科

〒359－1124
所沢市東住吉１ ０ 番１ 号エミ テラ ス所
沢４ 階４ ０ ５ 区画

（ ６ ８ 歳）

医療法人社団藍盛
会　 理事長　 宮川
　 達夫

杉田　 正 04-2937-5532
常　 勤:                 1
医          1(             )
眼

新規 医 現存
診療日： 月火水木金土日祝

23/9



新規指定医療機関一覧表
作成［ 令和 6年 8月 1日　 から 　 令和 6年 8月31日　 医科　 遡及指定分］ 令和 6年 8月22日 頁1

処理年月日

項番 医療機関名称 医療機関所在地 開設者氏名 管理者氏名 備考
点
数
表

電話番号
勤務医数
診療科名

病床数
／

登録理由

1 こ し がや在宅ク リ ニ
ッ ク

〒343－0835
越谷市蒲生西町１ 丁目３ 番６ ３ －１ 号

（ ４ ７ 歳）

角田　 修 角田　 修 048-945-0516
常　 勤:                 1
医          1(             )
内　 外

移動 医 現存
診療日： 月火水木金
休診日： 土日祝
旧機関コ ード ： 080 ,548 ,1

2 北越谷駅前さ く ら メ
ンタ ルク リ ニッ ク

〒343－0026
越谷市北越谷四丁目２ １ 番１ 号　 Ｇ Ｍ
Ｃ ビ ル北越谷　 ３ 階３ －Ｂ 号室

（ ３ ６ 歳）

医療法人結心会　
理事長　 中村　 康
宏

根木　 淳 050-1871-0183
常　 勤:                 3
非常勤:             15
医          3(       15)
心内　 精

その他 医 現存
診療日： 月火水木金土
休診日： 日祝
旧機関コ ード ： 080 ,531 ,7

3 桜整形外科内科ペイ
ンク リ ニッ ク

〒331－0073
さ いたま市西区指扇領別所３ ６ ６ 番地
８ １ 　 指扇マン ショ ン １ 階Ａ 号室

（ ３ ４ 歳）

一般社団法人なご
み　 代表理事　 瀧
澤　 竜太郎

瀧澤　 竜太郎 048-620-5811
常　 勤:                 1
非常勤:                 1
医          1(           1)
整外　 ペイ ンク リ
ニッ ク 内科　 内　
リ ハ　 皮　 麻　 リ
ウ　 アレ

組織変更 医 現存
診療日： 月火木金
半　 日： 土
休診日： 水日祝
旧機関コ ード ： 651 ,089 ,5
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保 険 医 療 機 関 の 指 定 に つ い て  
 

（ 令 和 ６ 年 ９ 月 分 ）  

 

 

新 規  １ ５ 件  

遡 及 指 定    ５ 件  

合   計   ２ ０ 件  

 

 

 

5/9



機密性２ 
 

諮   問   件   数 

  新 規 指 定 
指 定 更 新 合 計  新 規 遡 及 指 定 

医   科 １５ 件 

（３） 

件 １０２ 件 １２２ 件 ５  

歯   科 ４  件 

（３） 

件 ７１ 件 ７９ 件 ４  

薬   局 １５ 件 

（１１）  

件 ９３ 件 １２１ 件 １３  

計 ３４  件 ２２ 件 ２６６ 件 ３２２ 件 

（  ）は開設者変更の再掲である 
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新規指定医療機関一覧表
作成［ 令和 6年 9月 1日　 から 　 令和 6年 9月17日　 医科　 指定分］ 令和 6年 9月17日 頁1

処理年月日

項番 医療機関名称 医療機関所在地 開設者氏名 管理者氏名 備考
点
数
表

電話番号
勤務医数
診療科名

病床数
／

登録理由

1 医療法人社団明善会
　 西川口榎本ク リ ニ
ッ ク

〒332－0034
川口市並木三丁目１ ２ 番６ 号

医療法人社団明善
会　 理事長　 榎本
　 明

榎本　 稔 048-240-1051
常　 勤:                 1
医          1(             )
精　 心内　 内

新規 医 現存
診療日： 月火水木金土
休診日： 日祝

2 はんき ょ う 乳腺・ レ
ディ ースク リ ニッ ク
川口

〒332－0017
川口市栄町３ －１ ３ －１ 　 ３ Ｆ

（ ４ １ 歳）

范姜　 明志 范姜　 明志 048-229-9663
常　 勤:                 1
医          1(             )
乳腺外科　 婦

新規 医 現存
診療日： 月水木金
半　 日： 火土日
休診日： 祝

3 かえでハート ク リ ニ
ッ ク

〒343－0043
越谷市上間久里５ ０ －１

（ ４ ４ 歳）

小松　 禎子 小松　 禎子 048-940-7161
常　 勤:                 1
非常勤:                 1
医          1(           1)
循環器内科　 内

新規 医 現存
診療日： 月火水金
半　 日： 土
休診日： 木日祝

4 越谷レ イ ク タ ウン駅
前胃と 大腸の消化器
内科内視鏡・ 肛門ク
リ ニッ ク

〒343－0828
越谷市レ イ ク タ ウン ８ 丁目７ －７

（ ５ ６ 歳）

石田　 隆志 石田　 隆志 048-988-5535
常　 勤:                 1
医          1(             )
内　 消化器内科

新規 医 現存
診療日： 月火水木土日祝
休診日： 金

5 医療法人社団紡想舎
　 かばのこ 小児科

〒341－0024
三郷市三郷一丁目３ 番１ 号　 Ｂ Ｌ Ａ Ｎ
Ｄ Ｅ 三郷　 ３ 階

（ ６ ６ 歳）

医療法人社団紡想
舎　 理事長　 杉浦
　 正俊

杉浦　 正俊 048-934-7306
常　 勤:                 1
非常勤:                 4
医          1(           4)
小　 アレ

新規 医 現存
診療日： 月火水金
半　 日： 土
休診日： 木日祝

6 キッ ズク リ ニッ ク 草
加松原

〒340－0041
草加市松原二丁目１ 番３ 号　 Ｓ Ａ Ｉ Ｙ
Ｕ 　 ５ ｔ ｈ 　 Ｖ Ｉ Ｌ Ｌ Ａ Ｇ Ｅ ３ 階

（ ６ ０ 歳）

医療法人社団千歳
会　 理事長　 萩原
　 教文

和氣　 英一 048-934-5608
常　 勤:                 1
医          1(             )
小　 小児アレ ルギ
ー科

新規 医 現存
診療日： 月火木金土
休診日： 水日祝

7 医療法人社団三柚会
　 　 よ つば在宅ク リ
ニッ ク 和光

〒351－0114
和光市本町１ －１ ７ 　 齋藤ビ ル４ 階

（ ４ ２ 歳）

医療法人社団三柚
会　 理事長　 田村
　 潮

佐古　 雅宏 050-8893-5301
常　 勤:                 1
医          1(             )
内

新規 医 現存
診療日： 月火水木金
休診日： 土日祝

8 所沢みやた内科ク リ
ニッ ク

〒359－0038
所沢市北秋津５ ８ ５ －１

（ ４ ９ 歳）

宮田　 大士 宮田　 大士 04-2969-0786
常　 勤:                 1
非常勤:                 1
医          1(           1)
内　 消化器内科　
内視鏡内科　 糖尿
病内科　 内分泌・
代謝内科　 外

新規 医 現存
診療日： 月火水木金
半　 日： 土
休診日： 日祝
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新規指定医療機関一覧表
作成［ 令和 6年 9月 1日　 から 　 令和 6年 9月18日　 医科　 指定分］ 令和 6年 9月18日 頁2

処理年月日

項番 医療機関名称 医療機関所在地 開設者氏名 管理者氏名 備考
点
数
表

電話番号
勤務医数
診療科名

病床数
／

登録理由

9 まり こ こ ろ のク リ ニ
ッ ク

〒358－0003
入間市豊岡１ －２ －２ １ 　 山路ビル４
階

（ ５ ２ 歳）

工藤　 真理子 工藤　 真理子 070-5562-2757
常　 勤:                 1
医          1(             )
精　 心内

新規 医 現存
診療日： 月木金
休診日： 火水土日祝

10 医療法人社団三柚会
　 よ つば在宅ク リ ニ
ッ ク 新座

〒352－0001
新座市東北２ －３ ０ －２ ６ 三上ビル２
階

（ ４ ２ 歳）

医療法人社団三柚
会　 理事長　 田村
　 潮

菅　 優真 050-8893-5302
常　 勤:                 1
医          1(             )
内

新規 医 現存
診療日： 月火水木金
休診日： 土日祝

11 医療法人社団碧水会
　 プリ ムロ ーズ在宅
ク リ ニッ ク

〒330－0063
さ いたま市浦和区高砂二丁目８ 番１ ６
号　 浦和ガーデンビ ル５ 階Ｄ 号室

（ ６ ８ 歳）

医療法人社団碧水
会　 理事長　 三木
　 誓雄

三木　 誓雄 048-799-4011
常　 勤:                 1
医          1(             )
緩和ケア内科　 腫
瘍内科

新規 医 現存
診療日： 月火水木金
休診日： 土日祝

12 浦和キラ リ 眼科 〒336－0931
さ いたま市緑区原山３ 丁目１ ７ 番２ ２
－３ 号

（ ４ ５ 歳）

医療法人社団清輝
会　 理事長　 米谷
　 仁

米谷　 仁 048-884-1313
常　 勤:                 1
医          1(             )
眼

新規 医 現存
診療日： 月火水木金土
半　 日： 日
休診日： 祝

13 医療法人社団水聖会
　 メ ディ カ ルスキャ
ニン グさ いたま新都
心

〒330－0081
さ いたま市中央区新都心１ １ 番地２ 　
明治安田生命さ いたま新都心ビ ル　 １
階店舗２ －（ １ ） （ ２ ） （ ３ ） （ 店舗
） （ ７ ０ 歳）

医療法人社団水聖
会　 理事長　 髙木
　 誠

若菜　 勢津 048-858-7772
常　 勤:                 1
医          1(             )
放　 内

新規 医 現存
診療日： 月火水木金土
半　 日： 日
休診日： 祝

14 やわら かメ ン タ ルク
リ ニッ ク

〒338－0002
さ いたま市中央区下落合１ ０ ３ １ －５
　 千曲ビ ル２ Ｆ

（ ４ ５ 歳）

羽鳥　 純史 羽鳥　 純史 070-7645-3612
常　 勤:                 1
医          1(             )
心内　 精

新規 医 現存
診療日： 月火水日祝
休診日： 木金土

15 ゆかり ク リ ニッ ク 〒331－0045
さ いたま市西区内野本郷１ １ ３ ３ 番１
０

（ ６ ７ 歳）

水野　 斎司 水野　 斎司 048-788-5994
常　 勤:                 1
医          1(             )
内

新規 医 現存
診療日： 火水金
休診日： 月木土日祝
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新規指定医療機関一覧表
作成［ 令和 6年 9月 1日　 から 　 令和 6年 9月17日　 医科　 遡及指定分］ 令和 6年 9月17日 頁1

処理年月日

項番 医療機関名称 医療機関所在地 開設者氏名 管理者氏名 備考
点
数
表

電話番号
勤務医数
診療科名

病床数
／

登録理由

1 北朝霞・ 朝霞台えき
まえエスエスこ ども
ク リ ニッ ク

〒351－0033
朝霞市浜崎１ 丁目２ 番１ ０ 号　 アゴラ
２ １ ビ ル６ 階

（ ５ ８ 歳）

嶋田　 博之 嶋田　 博之 048-476-3002
常　 勤:                 2
非常勤:                 6
医          2(           6)
小　 小児血液・ 腫
瘍内科

その他 医 現存
診療日： 月火木金
半　 日： 水土
休診日： 日祝
旧機関コ ード ： 210 ,139 ,2

2 みち 眼科ク リ ニッ ク 〒359－1143
所沢市宮本町２ 丁目２ ２ －２ ５ 　 角田
ビル２ 階

（ ５ ０ 歳）

高野　 倫子 高野　 倫子 04-2929-5670
常　 勤:                 1
医          1(             )
眼

移動 医 現存
診療日： 月火水木
半　 日： 金土
休診日： 日祝
旧機関コ ード ： 250 ,584 ,0

3 吉田医院 〒364－0031
北本市中央１ －７ ０

（ ６ ８ 歳）

丸山　 圭子 丸山　 圭子 048-591-2200
常　 勤:                 2
医          2(             )
内　 産婦

交代 医 現存
診療日： 月火水木
半　 日： 金土
休診日： 日祝
旧機関コ ード ： 530 ,008 ,2

4 医療法人社団飯塚医
院

〒338－0013
さ いたま市中央区鈴谷八丁目９ 番１ ６
－１

（ ８ ５ 歳）

医療法人社団飯塚
医院　 理事長　 飯
塚　 健次郎

飯塚　 健次郎 048-852-2910
常　 勤:                 2
医          2(             )
内　 小

移動 医 現存
診療日： 月火水木金
半　 日： 土
休診日： 日祝
旧機関コ ード ： 150 ,089 ,1

5 飯島医院 〒330－0051
さ いたま市浦和区駒場一丁目１ ２ 番１
号

（ ６ ３ 歳）

一般社団法人産承
会　 代表理事　 飯
島　 宙

飯島　 宙 048-882-0333
常　 勤:                 1
医          1(             )
産婦　 小

8

組織変更

医 現存
診療日： 月火水金
半　 日： 土
休診日： 木日祝
旧機関コ ード ： 010 ,658 ,3
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日医発第 1061 号（保険） 

令和 ６年 ９月 １８ 日 

 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

長 島 公 之 

（公印省略） 

 

 

 
令和６年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

 
 

令和６年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、令和６年３月７日付け（日医発 

第 2149 号（保険））「令和６年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について」

等により、逐次ご連絡申し上げているところであります。 

今般、基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出について、厚生労働省保険局

医療課より事務連絡がありましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。 

今回の取扱いは、令和６年 10 月１日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされてい

るもの等について届出漏れが生じないよう取りまとめたものとなっております。また、別紙

の届出対象について、令和６年 10 月 15 日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件

審査を終え届出の受理が行われたものにつきましては、同月１日に遡って算定することが可

能であります。 

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【添付資料】 

令和６年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

（令和 6年 9 月 13 日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 
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小室常任



 
事 務 連 絡 

令和６年９月 13 日 

 

地方厚生（支）局医療課  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和６年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

 

 

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和６年３

月５日保医発0305第５号）、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて」（令和６年３月５日保医発0305第６号）及び「訪問看護ステーションの基

準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和６年３月５日保医発0305第７号）

により示しているところであるが、当該通知の第４表１及び表２に掲げる項目であって、

その項目を令和６年10月１日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているも

の等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いに

ついて遺漏なきようご対応をお願いしたい。 

また、別紙の届出対象について、令和６年10月15日までに届出書の提出があり、同月末

日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定す

ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。 
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令和６年９月30日まで経過措置の施設基準
（別紙）

令和６年10月１日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○基本診療料

区分 項番
届出対象

（令和６年３月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関）

経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式※

初
・
再
診
料

1 地域包括診療加算

令和６年３月31日において現に地域包括診療加算の届出を
行っている保険医療機関については、令和６年９月30日ま
での間に限り、１の(３)、(10)及び(12)を満たしているものとす
る。

地域包括診療加算
別添７、別添７の様式2
の3

2
一般病棟入院基本料（急性期一般入院料６を除く、地域
一般入院基本料、特別入院基本料を除く。）

令和６年３月31日において、現に急性期一般入院基本料
（急性期一般入院料６を除く。）に係る届出を行っている病棟
であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必
要度の基準を満たす病棟については、令和６年９月30日ま
での間は令和６年度改定後の重症度、医療・看護必要度の
基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。

急性期一般入院料１
急性期一般入院料２
急性期一般入院料３
急性期一般入院料４
急性期一般入院料５

別添７、別添７の様式
10

3 結核病棟入院基本料（７対１入院基本料に限る。）

令和６年３月31日において、現に７対１入院基本料（結核病
棟入院基本料）に係る届出を行っている病棟であって、現に
旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満
たす病棟については、令和６年９月30日までの間は令和６
年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ
満たすものとみなすものであること。

結核病棟入院基本料
別添７、別添７の様式
10

4
特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）（７対１入
院基本料に限る。）

令和６年３月31日において、現に７対１入院基本料（特定機
能病院入院基本料（一般病棟に限る。）に係る届出を行って
いる病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・
看護必要度の基準を満たす病棟については、令和６年９月
30日までの間は令和６年度改定後の重症度、医療・看護必
要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。

特定機能病院入院基本料
別添７、別添７の様式
10

5
特定機能病院入院基本料の注５に掲げる看護必要度
加算

令和６年３月31日において、現に看護必要度加算１、２又は
３を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医
療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和６年９月30日
まではそれぞれ令和６年度改定後の看護必要度加算１、２
又は３の基準を満たすものとみなすものであること。

看護必要度加算１
看護必要度加算２
看護必要度加算３

別添７、別添７の様式
10

入
院
基
本
料
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令和６年９月30日まで経過措置の施設基準

区分 項番
届出対象

（令和６年３月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関）

経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式※

6 専門病院入院基本料（７対１入院基本料に限る。）

令和６年３月31日において、現に専門病院入院基本料に係
る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法におけ
る重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟について
は、令和６年９月30日までの間は令和６年度改定後の重症
度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみな
すものであること。

専門病院入院基本料
別添７、別添７の様式
10

7 専門病院入院基本料の注３に掲げる看護必要度加算

令和６年３月31日において、現に看護必要度加算１、２又は
３を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医
療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和６年９月30日
まではそれぞれ令和６年度改定後の看護必要度加算１、２
又は３の基準を満たすものとみなすものであること。

看護必要度加算１
看護必要度加算２
看護必要度加算３

別添７、別添７の様式
10

8 有床診療所療養病床入院基本料

令和６年３月31日において現に有床診療所療養病床入院
基本料の届出を行っている保険医療機関については、令和
６年９月30日までの間に限り、第六の三の規定にかかわら
ず、なお従前の例によることができる。

有床診療所療養病床入院基本料
別添７、別添７の様式
5,12～12の10

9 総合入院体制加算１、２

令和６年３月31日において、現に当該加算の届出を行って
いる保険医療機関にあっては、令和６年９月30日までの間、
令和６年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看
護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
また、令和６年３月31日において、現に総合入院体制加算１
又は２の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和
６年９月30日までの間、１の（３）、２の（２）の全身麻酔による
手術件数の基準を満たすものとみなすものであること。

総合入院体制加算１
総合入院体制加算２

別添７、別添７の様式
10,13

10 総合入院体制加算３

令和６年３月31日において、現に当該加算の届出を行って
いる保険医療機関にあっては、令和６年９月30日までの間、
令和６年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看
護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

総合入院体制加算３
別添７、別添７の様式
10

11
急性期看護補助体制加算（急性期一般入院料６又は10
対１入院基本料に限る。）

令和６年３月31日において、現に当該加算に係る届出を
行っている保険医療機関にあっては、令和６年９月30日まで
の間は、令和６年度改定後の急性期看護補助体制加算の
重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすも
のであること。

急性期看護補助体制加算
別添７、別添７の様式
10

12
看護職員夜間配置加算（急性期一般入院料６又は10
対１入院基本料に限る。）

令和６年３月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和６年９月30日までの
間、令和６年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症
度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすもので
あること。

看護職員夜間配置加算
別添７、別添７の様式
10

13
看護補助加算１（地域一般入院料１若しくは地域一般入
院料２又は13 対１入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関に限る。）

令和６年３月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和６年９月30日までの
間、令和６年度改定後の看護補助加算１の重症度、医療・
看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

看護補助加算１
別添７、別添７の様式
10

入
院
基
本
料
等
加
算
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令和６年９月30日まで経過措置の施設基準

区分 項番
届出対象

（令和６年３月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関）

経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式※

14 入退院支援加算１

１の(４)に掲げる連携機関等の規定については、当該保険
医療機関において急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料（一般病棟の場合に限る。）若しくは専門病院入
院基本料（13対１入院基本料を除く。）を算定する病棟を有
する場合又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又
は病室を有する場合に限り、令和６年３月31日において現
に入退院支援加算１に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和６年９月30日までの間に限り、当該基準を
満たすものとみなすものであること。

入退院支援加算１
別添７、別添７の様式
40の9

15 救命救急入院料２、４

令和６年３月31日において、現に救命救急入院料２又は４
に係る届出を行っている治療室のうち、旧算定方法におけ
る特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を
満たす治療室については、令和６年９月30日までの間は、
令和６年度改定後の特定集中治療室１又は３における重症
度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすもので
あること。

救命救急入院料２
救命救急入院料４

別添７、別添７の様式
43

16 特定集中治療室管理料１～４

令和６年３月31日時点で特定集中治療室管理料に係る届
出を行っている治療室であって、旧算定方法における特定
集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす
治療室については、令和６年９月30日までは令和６年度改
定後の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の
基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
また、令和６年３月31日時点で特定集中治療室管理料を
行っている治療室にあっては、令和６年９月30日までの間に
限り、１の(12)又は３の(５)に該当するものとみなす。

特定集中治療室管理料１
特定集中治療室管理料２
特定集中治療室管理料３
特定集中治療室管理料４

別添７、別添７の様式
42,43

17 特定集中治療室管理料５、６

令和６年３月31日時点で特定集中治療室管理料又は救命
救急入院料に係る届出を行っている治療室であって、令和
６年度改定後に特定集中治療室管理料５又は６の届出を行
う治療室については、令和６年３月31日時点で届出を行って
いる特定集中治療室管理料又は救命救急入院料の旧算定
方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場
合に限り、令和６年９月30日までの間は令和６年度改定後
の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準
を満たすものとみなすものであること。

特定集中治療室管理料５
特定集中治療室管理料６

別添７、別添７の様式
43

18 ハイケアユニット入院医療管理料１、２

令和６年３月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管
理料１又は２に係る届出を行っている治療室であって、旧算
定方法におけるハイケアユニット用の重症度、医療・看護必
要度の基準を満たす治療室については、令和６年９月30日
までの間は令和６年度改定後のハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみな
すものであること。

ハイケアユニット入院医療管理料１
ハイケアユニット入院医療管理料２

別添７、別添７の様式
43

特
定
入
院
料
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令和６年９月30日まで経過措置の施設基準

区分 項番
届出対象

（令和６年３月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関）

経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式※

19 回復期リハビリテーション病棟入院料１、３

令和６年３月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料１又は３に係る届出を行っている病棟については、
令和６年９月30日までの間に限り、２の(９)又は３の（６）に該
当するものとみなす。

回復期リハビリテーション病棟入院料１
回復期リハビリテーション病棟入院料３

別添７、別添７の様式
49の2又は49の3

20 地域包括ケア病棟入院料１～４

令和６年３月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に
係る届出を行っている病棟又は病室については、令和６年
９月30日までの間に限り、１の（２）に定める重症度、医療・
看護必要度の基準に該当するものとみなす。

地域包括ケア病棟入院料１
地域包括ケア病棟入院料２
地域包括ケア病棟入院料３
地域包括ケア病棟入院料４

別添７、別添７の様式
10

21 地域包括ケア入院医療管理料１～４

令和６年３月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に
係る届出を行っている病棟又は病室については、令和６年
９月30日までの間に限り、１の（２）に定める重症度、医療・
看護必要度の基準に該当するものとみなす。

地域包括ケア入院医療管理料１
地域包括ケア入院医療管理料２
地域包括ケア入院医療管理料３
地域包括ケア入院医療管理料４

別添７、別添７の様式
10

22 特定一般病棟入院料１、２

令和６年３月31日において、現に当該入院料の届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和６年９月30日までの
間、令和６年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護
必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

特定一般病棟入院料１
特定一般病棟入院料２

別添７、別添７の様式
10

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

6/9



令和６年９月30日まで経過措置の施設基準
○特掲診療料

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式※

1 地域包括診療料

令和６年３月31日において現に地域包括診療料の届出を
行っている保険医療機関については、令和６年９月30日ま
での間に限り、１の(３)、(９)及び(11)を満たしているものとす
る。

地域包括診療料
別添２、別添２の様式7
の7

2 外来腫瘍化学療法診療料１
令和６年３月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料１の届
出を行っている保険医療機関については、同年９月30日ま
での間、１の(10)及び(13)の基準を満たしているものとする。

外来腫瘍化学療法診療料１
別添２、別添２の様式
39

在
宅

3
在宅時医学総合管理料の注14（施設入居時等医学総
合管理料の注５の規定により準用する場合を含む。）に
規定する基準

令和６年３月31日時点で在宅時医学総合管理料又は施設
入居時等医学総合管理料の届出を行っている保険医療機
関については、同年９月30日までの間に限り、「３」に該当す
るものとみなす。

在宅時医学総合管理料の注14（施設入居時等医学総
合管理料の注５の規定により準用する場合を含む。）に
規定する基準

別添２、別添２の様式
19の2

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

医
学
管
理
料
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令和６年９月30日まで経過措置の施設基準
○訪問看護療養費

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式※

訪
問
看
護
管
理
療
養
費

1 訪問看護管理療養費１

令和６年３月31日時点において現に指定訪問看護事業者
が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所について
は、令和６年９月30日までの間に限り、訪問看護管理療養
費１の基準に該当するものとみなす。

訪問看護管理療養費１ 別紙様式９

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。
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令和６年９月30日まで経過措置の施設基準
（参考）

令和６年10月１日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等

○基本診療料

区分 項番
対象

（令和６年３月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関）

経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準

入
院
基
本
料
等
加
算

1 認知症ケア加算

令和６年３月31日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、令和６年９月30日までの
間、１の(５)のエ、２の(７)及び３の(３)の基準を満たしている
ものとみなす。

認知症ケア加算
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 埼医業Ⅰ第１１３９号 

令和６年９月１９日 

 

郡市・大学医師会長 殿 

（担当理事） 

 

埼玉県医師会長  金井 忠男  

（ 担当常任理事  髙木 学 ） 

（公印省略） 

 

小児の肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種の実施方法について  
 

標記の件につきまして、日本医師会から通知（日医発第 1009 号（健Ⅱ））が

ありました。 

これに伴い、予防接種相互乗り入れにつきまして、料金表及び請求書を下記

のとおり変更することとなりました。   

なお、料金を変更する自治体がありましたら、改めてご連絡申し上げます。 

貴会におかれましてもご了知いただき、関係医療機関あてご周知くださいま

すようお願いいたします。 

記 

 

令和 6 年 9 月 30 日以前 令和 6 年 10 月 1 日以降 

小児用肺炎球菌 
１３価 

１５価 
小児用肺炎球菌 

１３価 

１５価・２０価 

※13 価については、定期製造販売業者から供給停止の意向が示されているため、 

定期接種ワクチンから除かれます。 

 

【日本医師会文書管理システム】 

https://www1.med.or.jp/japanese/joho/prefmed/ 

 

 

担 当：業務課業務Ⅰ担当 森田 

ＴＥＬ：０４８－８２４－２６１１ 

E-mail：mmorita@office.saitama.med.or.jp 

 

 

髙木常任

https://www1.med.or.jp/japanese/joho/prefmed/
mailto:mmorita@office.saitama.med.or.jp


健寿第５３６－２号 

令和６年 ８月 ８日 

 

 一般社団法人埼玉県医師会 

 会長 金井 忠男 様 

 

 

埼玉県保健医療部健康長寿課長（公印省略） 

 

 

新生児マススクリーニング検査に関する実証事業の実施について（依頼） 

 

 本県の母子保健事業の推進については、日頃から格別の御協力をいただき厚くお礼申し上

げます。 

  

 さて、本県では令和６年３月１日から、国が行う新生児マススクリーニング検査に関する

実証事業に参加しており、一般社団法人希少疾患の医療と研究を推進する会（以下、「クレ

アリッド」という。）に検査を委託して、同会と検査契約を結んでいる施設で出生した児を

対象に実証事業を実施しております。 

 

 令和６年９月１日から、検査の委託先をクレアリッドから埼玉県立小児医療センターに切

り替えるとともに、県内全分娩取扱施設（さいたま市所在施設を除く）で出生した児に対象

を拡大して、同実証事業に参加することといたしました。 

 

 ついては、別紙のとおり事業を実施することとし、県内の分娩取扱施設の長様宛てに送付

いたしますので、御了知のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

                       担 当 母子保健担当 

                       電 話 ０４８－８３０－３５６１ 

 

髙木常任



新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 

 令和６年９月１日より県内のすべての分娩取扱医療機関等※で、「重症複合免疫不全

症（SCID）」と「脊髄性筋萎縮症（SMA）」の２疾患のマススクリーニング検査を開始

いたします。 

                     ※さいたま市内に所在する機関は含まれません。 

事業実施の経緯 

 令和５年度よりこども家庭庁において、新生児マススクリーニング検査の対象疾患の

拡大に向けて、「新生児マススクリーニング検査に関する実証事業」が開始されました。 

この実証事業に埼玉県は令和６年３月に参画して、県内の一部の分娩取扱医療機関等（以

下「医療機関等」という。）にて下記の２疾患を対象とした検査を実施していました。 

 令和６年度は検査を受検できる対象児の拡大を目指し、実証事業に採択された場合は、 

９月から県内で出生した全ての新生児が２疾患検査を受検できる形で同実証事業に応募

しておりました。 

 この度、国の採択を受け、実証事業に参加することが正式に決定しました。 

 

事業の実施主体 

埼玉県 

 

対象疾病 

「重症複合免疫不全症（SCID）」と「脊髄性筋萎縮症（SMA）」の２疾患 

 

検査対象新生児  

県内（さいたま市内を除く）の医療機関等で出生した新生児で、保護者が実証事業参

加に同意し、同意書を提出した者 

 

検査機関 

埼玉県立小児医療センター（以下、「小児医療センター」という） 

 

実証事業実施機関 

令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月）まで 

 

検体等の送付 

実証事業の検査ろ紙については、従来の 20 疾患用のろ紙（新生児スクリーニング採

血ろ紙／白色）を使用します。 

20 疾患分の検査に１枚、実証事業分に１枚と、計２枚のろ紙に採血します。 

 

①  ４月～８月に２疾患検査を実施していた医療機関 

 クレアリッドへの検査依頼書の日付が令和６年８月３１日までの分は検体（オ

プショナルスクリーニング専用ろ紙／ピンク色）等をクレアリッドに送付してく

ださい。 

 それ以降の分は検体（新生児スクリーニング採血ろ紙／白色）等を小児医療セン

別紙 



ターに送付してください。 

②  上記①以外の医療機関等 

 令和６年９月１日以降、令和７年３月３１日までに採血した分について、小児医

療センターに検体（新生児スクリーニング採血ろ紙／白色）等を送付してください。 

 

２疾患検査に御対応いただくにあたり新たに実施していただく事項 

  20 疾患の先天性代謝異常等検査を実施する際に、実証事業についても保護者に説

明し、実証事業用の「同意書」の提出を受けてください。 

  実証事業に同意いただいた方は、２枚のろ紙（白色）を使用して採血します。 

  同意書と検体を、20 疾患の検体と同時に小児医療センターに送付してください。 

  20 疾患の検査結果に加えて、実証事業分の検査結果も保護者に通知してください。 

  精密検査が必要な場合は、小児医療センターから医療機関等に連絡します。小児

医療センターから連絡がありましたら、精査医療機関への紹介状を作成いただき、

保護者にお渡しいただくとともに、精査医療機関の受診を案内してください。 

 

保護者負担 

小児医療センターで実施する検体検査の費用は県が負担します。 

その他の費用（採血料等）は、保護者の負担となります。 

 

 

実施方法 

20 疾患の先天性代謝異常等検査と同時に実施します。 

 

① 保護者に実証事業の趣旨と個人情報の取扱い等について説明する。（県が作成するリ

ーフレット及び説明書を使用） 

② 実証事業参加に同意いただいた保護者に、同意書を提出してもらう。 

③ 同意書の提出があった場合は、20 疾患の先天性代謝異常等検査での採血の際に、２疾

患分を同時に採血する（１枚目のろ紙の４スポットに採血後、２枚目のろ紙のうち２

スポットに採血）。 

④ 20 疾患分の検体と、実証事業分の検体及び同意書を小児医療センターに同時に送付

する（２枚のろ紙はクリップ、ホチキス等でまとめる）。 

⑤ 小児医療センターから検査結果が返送されたら、それを新生児の保護者に通知する。 

⑥ 必要があれば小児医療センターから再採血の依頼があります。 

⑦ 疾病の疑われる新生児については、小児医療センターから精密検査を受診させるよう

依頼があります。 

⑧ 小児医療センターから連絡を受けたら、紹介状を患者にお渡しのうえ、精査医療機関

を受診させてください。 

 

詳細は、下記ホームページに掲載の採血ガイドラインを参照ください。 

本事業の実施にともない、８月中にガイドラインを更新予定です。 

○  埼玉県ホームページ「先天性代謝異常等検査について」 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/taisyaijo.html 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/taisyaijo.html


 

検査物品について 

実証事業用の「同意書」、保護者への説明に使用する「説明書」、及び「リーフレッ

ト」を、後日各医療機関等に送付します。 

検査ろ紙については、従来の 20 疾患用のろ紙を使用します。 

当面はお手元の在庫を使用するか、不足分は県健康長寿課へご連絡ください。 

 

 

特記事項 

検査の結果及び精密検査の結果等は、県がこども家庭庁に報告します。 

また、本実証事業は、令和６年４月１日に遡って適用されます。 

 

 

 

一般社団法人 希少疾患の医療と研究を推進する会（クレアリッド）と契約中の 

医療機関等の御担当者様へ 

 ４月１日～８月３１日の間に SCID 及び SMA の検査をした新生児は、本事業の対象

者となります。この期間の検査結果を国に報告しますので、ご了承ください。 

 今後のオプショナルスクリーニングについての詳細は、クレアリッドにお問い合わ

せください。 

 

 

 

参考：実証事業フロー図 

・結果票の送付
・陽性報告（電話）
・紹介状作成依頼書の送付
・再採血依頼書の送付

・検査結果を取りまとめ県へ報告

・陽性症例の共有

埼玉県立小児医療センター

分娩取扱医療機関等精査医療機関

保護者

・患児の紹介

・検体の送付（２枚１組）
・同意書の送付

・患児保護者への結果説明・患児保護者への結果説明
・精密検査結果に基づく治療

・精密検査報告書
の作成・送付



精査医療機関 

重症複合免疫不全症（SCID）： 埼玉県立小児医療センター（治療可能） 

防衛医科大学校病院（精密検査のみ） 

脊髄性筋萎縮症（SMA）： 埼玉県立小児医療センター（治療可能） 

埼玉医科大学病院（治療可能） 

埼玉医科大学総合医療センター（治療可能） 

獨協医科大学埼玉医療センター（治療可能） 

埼玉県済生会川口総合病院（治療可能） 

 


